
地方交付税法第１７条の４の規定に基づき、地方団体から申出の
あった交付税の算定方法に関する意見の処理方針

令和５年１月

市 町 村 分

【 法律事項 】



［ 　］

［ 　］

［ 　］

［ ］

番号 改正事項 新規・継続 団体名 事項名 意見の内容 処理の方針（案）

1 （法） 継続 北海道

社会保障費の増や新型コロ
ナウイルス感染症による地
方財政への影響を踏まえた
地方一般財源総額の確保・
充実

・地方交付税の財源保障機能・財源調
整機能を十分に発揮するため、一般財
源総額を確保すること。
・法定率の引上げ等により可能な限り
臨時財政対策債の発行の縮減を図るこ
と。
・令和２年度に創設された「地域社会
再生事業費」の確保及び充実を図るこ
と。

　一部採用する。

　令和５年度においては、一般財源総額
について、水準超経費を除く交付団体
ベースで前年度を0.2兆円上回る62.2兆
円を確保し、地方交付税総額について、
前年度を0.3兆円上回る18.4兆円を確保
するとともに、臨時財政対策債の発行を
前年度比0.8兆円減と抑制した。
　法定率の見直しについては、令和５年
度の概算要求においても事項要求を行っ
た。国・地方とも巨額の債務残高や財源
不足を抱えていることから、更なる見直
しは容易なものではないと考えるが、今
後とも法定率の見直し等による交付税総
額の安定的確保に努めてまいりたい。
　また、地域社会再生事業費について
は、令和５年度においても維持すること
とした。

総括的事項

（様式２）
地方交付税法第１７条の４の規定に基づき提出された意見の処理方針（案）

普通交付税

市町村分

総括
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［ 　］

［ ］

番号 改正事項 新規・継続 団体名 事項名 意見の内容 処理の方針（案）

総括的事項

（様式２）
地方交付税法第１７条の４の規定に基づき提出された意見の処理方針（案）

普通交付税

市町村分

総括

2 （法） 継続 京都市（京都府）
地方交付税の必要額の確保
及び法定率の引上げ

・包括算定経費や地域振興費につい
て、財政需要を的確に見込み、標準的
な行政サービスの提供に必要な額を確
保すること。また、基準財政需要額が
削減されている項目について、削減の
具体的な理由を開示すること。
・臨時財政対策債は廃止し、財源不足
の解消は、地方交付税の法定率引上げ
によって対応すること。

　一部採用する。

　令和５年度においては、社会保障関係
費の増加が見込まれる中、地方団体が、
住民のニーズに的確に応えつつ、地域の
デジタル化や脱炭素化の推進など様々な
行政課題に対応し、行政サービスを安定
的に提供できるよう、地方交付税等の一
般財源総額について、水準超経費を除く
交付団体ベースで前年度を0.2兆円上回
る62.2兆円を確保し、地方交付税総額に
ついて、前年度を0.3兆円上回る18.4兆
円を確保するとともに、臨時財政対策債
の発行を前年度比0.8兆円減と抑制し
た。
　法定率の見直しについては、令和５年
度の概算要求においても事項要求を行っ
た。国・地方とも巨額の債務残高や財源
不足を抱えていることから、更なる見直
しは容易なものではないと考えるが、今
後とも法定率の見直し等による交付税総
額の安定的確保に努めてまいりたい。
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総括的事項

（様式２）
地方交付税法第１７条の４の規定に基づき提出された意見の処理方針（案）

普通交付税

市町村分

総括

3 （法） 継続
大阪市（大阪府）

高知県

法定率の引上げ及び臨時財
政対策債の抜本的見直しに
ついて

　地方全体の財源不足を臨財債の発行
により対応することには限界があり、
地方交付税の本来の役割である財源保
障機能が適切に発揮されるよう、早急
に法定率の引上げによって対応し、臨
財債制度は廃止も含めた抜本的な見直
しを行うべきである。

　一部採用する。

　令和５年度においては、一般財源総額
について、水準超経費を除く交付団体
ベースで前年度を0.2兆円上回る62.2兆
円を確保し、地方交付税総額について、
前年度を0.3兆円上回る18.4兆円を確保
するとともに、臨時財政対策債の発行を
前年度比0.8兆円減と抑制した。
　法定率の見直しについては、令和５年
度の概算要求においても事項要求を行っ
た。国・地方とも巨額の債務残高や財源
不足を抱えていることから、更なる見直
しは容易なものではないと考えるが、今
後とも法定率の見直し等による交付税総
額の安定的確保に努めてまいりたい。
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総括的事項

（様式２）
地方交付税法第１７条の４の規定に基づき提出された意見の処理方針（案）

普通交付税

市町村分

総括

4 （法） 継続 徳島県

地方交付税の総額確保・機
能充実等、法定率の引上げ
及び臨時財政対策債の抜本
的見直し

・地方一般財源総額実質同水準ルール
を維持し、今後も安定的な財政運営に
必要な総額を確実に確保すること。
・臨時財政対策債については、その廃
止や地方交付税の法定率の引き上げを
含めた抜本的な改革等を行うこと。
・地方交付税制度の本旨である財源保
障機能、財源調整機能が適切に発揮さ
れるよう対処すること。
・「まち・ひと・しごと創生事業費」
に係る交付税措置のさらなる充実を図
ること。
・条件不利地域等、地域の実情に配慮
すること。

　一部採用する。

　令和５年度においては、一般財源総額
について、水準超経費を除く交付団体
ベースで前年度を0.2兆円上回る62.2兆
円を確保し、地方交付税総額について、
前年度を0.3兆円上回る18.4兆円を確保
するとともに、臨時財政対策債の発行を
前年度比0.8兆円減と抑制した。
　法定率の見直しについては、令和５年
度の概算要求においても事項要求を行っ
た。国・地方とも巨額の債務残高や財源
不足を抱えていることから、更なる見直
しは容易なものではないと考えるが、今
後とも法定率の見直し等による交付税総
額の安定的確保に努めてまいりたい。
　令和５年度においては、「デジタル田
園都市国家構想事業費」を創設し、その
内訳として、平成27年度に創設した「ま
ち・ひと・しごと創生事業費」につい
て、地方団体が自主的・主体的に地方創
生に取り組むことができるよう、「地方
創生推進費」に名称変更した上で、令和
４年度に引き続き１兆円を確保した。
　また、条件不利地域に配慮した算定も
引き続き行うこととしている。
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番号 改正事項 新規・継続 団体名 事項名 意見の内容 処理の方針（案）

総括的事項

（様式２）
地方交付税法第１７条の４の規定に基づき提出された意見の処理方針（案）

普通交付税

市町村分

総括

5 （法） 継続
島根県

島根県全市町村

民間事業者の展開度合いが
少ない団体やスケールメ
リットが働かない団体に配
慮したトップランナー方式
の導入

　窓口業務の民間委託に当たっては、
民間事業者の展開度合いが少ない団体
やスケールメリットが働かない団体に
とって不利な制度設計とならないよう
に、慎重な検討を行うことを求める。

　採用する。

　窓口業務の委託については、優良事例
の横展開や標準委託仕様書等の情報提供
及びフォローアップによる窓口業務の委
託等の業務改革の取組の状況や、地方団
体における取組状況等を踏まえて基準財
政需要額への反映を検討することとして
いるが、現時点において、多くの地方団
体が民間委託を導入している状況にはな
いため、令和５年度においては業務改革
の取組等の成果の基準財政需要額の算定
への反映は行わないこととする。
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［ 　］

［ ］

番号 改正事項 新規・継続 団体名 事項名 意見の内容 処理の方針（案）

総括的事項

（様式２）
地方交付税法第１７条の４の規定に基づき提出された意見の処理方針（案）

普通交付税

市町村分

総括

6 （法） 継続 大阪市（大阪府）
基準財政需要額における標
準行政経費の精査

　現行の国・地方の財源配分を前提と
する限りにおいては、法定受託事務を
サービス供給量の意思決定者である国
が実際の決算額に対して全額負担する
こととしたうえで、当該事務に係る需
要額を算定対象から除外することとさ
れたい。
　また、国費による全額負担までの間
については交付税において当該事務に
係る需要額と実際の決算額に差が生じ
ることのないよう精算等の措置を要望
する。

　以下の理由により採用しないが、引き
続き検討する。

　地方交付税は、地方交付税法に定める
目的のとおり、全国の各地方団体が、法
令で義務付けられた事務をはじめ、標準
的な行政サービスを住民に提供するため
に必要な財源を保障するという極めて重
要な役割を担うものであり、法定受託事
務かどうかに関わらず、地方財政法第11
条の2等の規定に基づき、地方負担につ
いては適切に基準財政需要額等に算入し
ているところ。
　今後とも、適切な基準財政需要額の算
定に努めてまいりたい。

7 （法） 新規

札幌市（北海道）
仙台市（宮城県）

鎌ケ谷市（千葉県）
広島県全市町

原油価格・物価高騰に係る
普通交付税措置

原油価格・物価高騰の影響による光熱
費等の増嵩について、的確に単位費用
に反映すること。

　採用する。

　学校、福祉施設、図書館、文化施設な
ど地方団体の施設の光熱費の高騰を踏ま
え、令和５年度地方財政計画において、
一般行政経費（単独）を700億円増額す
るとともに、当該増額分については、包
括算定経費の単位費用において一括して
措置する等の対応を行った。
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［ 　］

［ 　］

［ 　］

［ ］

番号 改正事項 新規・継続 団体名 事項名 意見の内容 処理の方針（案）

8 （法） 新規 滝川市（北海道）
非常備消防費の実態に見
合った単位費用の引上げ

・年額報酬について、単位費用と全国
平均では部長以上の団員報酬に開きが
あるため、現状にあった単位費用とな
るよう求める。
・出動報酬について、8,000円を標準
としているにもかかわらず、単位費用
と全国平均に開きがあるため、現状に
あった単位費用措置をお願いしたい。

　一部採用する。

　非常備消防団に係る経費については、
消防庁からの要望等を踏まえ、適切に単
位費用措置を講じている。
　なお、令和４年度における消防団員の
年額報酬等の見直しは、「消防団員の報
酬等の基準の策定等について」（令和3
年4月13日付消防庁長官通知）により策
定された「非常勤消防団員の報酬等の基
準」において、団員階級の年額報酬の標
準額が36,500円と定められたことを踏ま
えたものである。
　また、１日当たり8,000円を標準とし
ている災害に関する出動報酬について
は、令和４年度から実績に応じた額を特
別交付税により措置することとしてい
る。

消防費

（様式２）
地方交付税法第１７条の４の規定に基づき提出された意見の処理方針（案）

普通交付税

市町村分

需要
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［ 　］

［ ］

番号 改正事項 新規・継続 団体名 事項名 意見の内容 処理の方針（案）

消防費

（様式２）
地方交付税法第１７条の４の規定に基づき提出された意見の処理方針（案）

普通交付税

市町村分

需要

9
（法）
（省）

新規 阿南市（徳島県）
消防費の算定方法の見直し
（密度補正Ⅲの再検討）

・年額報酬や出動報酬の地方財政措置
のさらなる充実。
・車両や資機材、詰所の維持経費な
ど、消防団全体の運営に係る費用の地
域の実情に合わせた地方財政措置。

　一部採用する。

　非常備消防団に係る経費については、
消防庁からの要望等を踏まえ、適切に単
位費用措置を講じている。
　なお、令和４年度における消防団員の
年額報酬等の見直しは、「消防団員の報
酬等の基準の策定等について」（令和3
年4月13日付消防庁長官通知）により策
定された「非常勤消防団員の報酬等の基
準」において、団員階級の年額報酬の標
準額が36,500円と定められたことを踏ま
えたものである。
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10 （法） 新規

京都市（京都府）
島根県

島根県全市町村
南風原町（沖縄県）

GIGAスクール構想の推進に
係る財政需要の適切な算定

【小中学校費・高等学校
費】

　GIGAスクール構想の実現について
は、学校におけるICT環境の導入に係
る経費に対する財政措置が講じられて
いるが、導入設備の使用料やICT支援
員の配置等のランニングコスト及び設
備更新に係る費用等についても、財政
需要が適切に反映されるよう検討され
たい。

　一部採用する。

　教育のICT化に向けた環境整備等につ
いては、平成30年度から令和４年度まで
とされていた「教育のICT化に向けた環
境整備５カ年計画」が令和６年度まで延
長されるとともに、ICT環境整備に必要
な経費に対する措置について文部科学省
から要望があったことを踏まえ、令和５
年度においても単位費用措置を講じるこ
ととした。

11 （法） 新規 福知山市（京都府）
グローバル化に対応した外
国語教育の充実に係る財政
支援

　外国人による英語指導については、
外国語教育の必要性が高まっているこ
とを踏まえ、外部人材活用に係る経
費、特にALTの民間委託に係る経費を
単位費用の委託料等に算入し、財政需
要を適切に反映されるよう検討された
い。

　以下の理由により採用しないが、引き
続き検討する。

　外国語教育における外部人材の活用等
に要する経費については、各市町村にお
ける配置状況や経費の負担状況等の実
態、文部科学省からの要望を踏まえ、交
付税措置の必要性を十分精査していくこ
ととする。

小中学校費

（様式２）
地方交付税法第１７条の４の規定に基づき提出された意見の処理方針（案）

普通交付税

市町村分

需要
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［ ］

番号 改正事項 新規・継続 団体名 事項名 意見の内容 処理の方針（案）

小中学校費

（様式２）
地方交付税法第１７条の４の規定に基づき提出された意見の処理方針（案）

普通交付税

市町村分

需要

12 （法） 継続
善通寺市（香川県）
観音寺市（〃）

小中学校費の単位費用及び
補正係数の新設による直接
任用及び派遣・請負契約及
びALTに要する経費の基準財
政需要額への算入

　全国的に財政需要の生じているJET
プログラム以外で雇用するALTに要す
る経費を、今後の外国語教育充実の必
要性、地方団体の配置実態及び所要経
費、新型コロナウイルス感染症の影響
より活用が困難になっているJETプロ
グラムの状況を踏まえ、標準的な財政
需要として基準財政需要額に算入して
いただきたい。

　以下の理由により採用しないが、引き
続き検討する。

　外国語教育における外部人材の活用等
に要する経費については、各市町村にお
ける配置状況や経費の負担状況等の実
態、文部科学省からの要望を踏まえ、交
付税措置の必要性を十分精査していくこ
ととする。

13
（法）
（省）

新規 上越市（新潟県）
特別支援教育支援員に係る
算定方法の見直し

　特別支援教育支援員に係る経費につ
いて、社会福祉費における障害児保育
に要する経費と同様、実際の配置数や
対象児童・生徒数に基づく補正係数を
創設する等、実態を踏まえた算定とな
るよう御配慮いただきたい。

　一部採用する。

　特別支援教育支援員に係る経費につい
ては、実際の配置人員が増加している実
態を踏まえ、単位費用を充実することと
している。
　特別支援教育支援員の配置について
は、実際の雇用形態や全国の配置人数の
増加状況も踏まえて、学校数に応じた算
定を実施しており、適切に措置してい
る。
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［ 　］

［ 　］

［ 　］

［ ］

番号 改正事項 新規・継続 団体名 事項名 意見の内容 処理の方針（案）

小中学校費

（様式２）
地方交付税法第１７条の４の規定に基づき提出された意見の処理方針（案）

普通交付税

市町村分

需要

14 （法） 継続 鳥栖市（佐賀県）
特別支援教育支援員に係る
単位費用の拡充

　障害のある児童生徒の増加に伴い、
地方団体における特別支援教育支援員
の配置人数も増加傾向にあることか
ら、必要な特別支援教育支援員の配置
が行えるよう、普通交付税の基準財政
需要額における単位費用の充実をお願
いしたい。

　採用する。

　特別支援教育支援員に係る経費ついて
は、実際の配置人員が増加している実態
を踏まえ、単位費用を充実することとし
ている。

15 （法） 継続 王寺町（奈良県）
義務教育学校設置に係る普
通交付税の算定方法の見直
し

　小学校費と中学校費について、文部
科学省の学校基本調査における児童生
徒数、学級数、学校数の３つを基礎数
値として算定されているが、義務教育
学校の場合、小学校費における学校数
及び学級数が減少してしまうため、義
務教育学校の校種に即した需要額の算
定が必要である。

　以下の理由により採用しない。

　義務教育学校については、前期課程を
小学校費で、後期課程を中学校費で算定
しているところ。これは、学校教育法
上、義務教育学校に必要な教育水準は小
学校及び中学校と同様であり、追加的な
費用が生じることを想定していないこと
から、小学校費及び中学校費と同様の算
定を行っているもの。
　なお、小・中学校費の「学級数」及び
「学校数」については急減補正が設けら
れており、学校統合や廃校に適宜対応し
ている。
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［ 　］

［ 　］

［ 　］

［ ］

番号 改正事項 新規・継続 団体名 事項名 意見の内容 処理の方針（案）

16 （法） 新規 士幌町（北海道）
高等学校通学用バスへの交
付税措置

　町立の北海道士幌高等学校の立地は
路線バスの運行路線上にないため、通
学バスを生徒負担及び町の助成金に基
づき運行しているが、国交省による取
扱いの改正等により生徒及び町財政へ
の負担が大きくなっていることから、
町立高等学校の通学用バスについても
交付税措置の対象とされたい。

　以下の理由により採用しない。

　義務教育以外のスクールバスの運行に
対する財政措置については、まずは所管
である文部科学省において検討する必要
がある。

高等学校費

（様式２）
地方交付税法第１７条の４の規定に基づき提出された意見の処理方針（案）

普通交付税

市町村分

需要

12



［ 　］

［ 　］

［ 　］

［ ］

番号 改正事項 新規・継続 団体名 事項名 意見の内容 処理の方針（案）

17 （法） 継続 京都市（京都府）
地方単独の医療費助成に関
する財政需要の適切な反映

　地方単独の医療費助成である子ども
医療費助成、ひとり親家庭等医療費助
成、障害者医療費助成については、全
国的な実施状況も踏まえ、財政需要を
適切に反映されるよう検討されたい。

　以下の理由により採用しない。

　地方交付税の基準財政需要額について
は、国の制度等と整合性を持った標準的
な財政需要を算入することとしており、
国の医療保険制度で定められた自己負担
を軽減する医療費助成は、現在、その算
入の対象としていない。
　総務省では、厚生労働省に対し、乳幼
児医療費の自己負担のあり方について、
医療制度を含む全国的な制度による対応
を要請している。

社会福祉費

（様式２）
地方交付税法第１７条の４の規定に基づき提出された意見の処理方針（案）

普通交付税

市町村分

需要

13



［ 　］

［ 　］

［ 　］

［ ］

番号 改正事項 新規・継続 団体名 事項名 意見の内容 処理の方針（案）

18
（法）
（省）

継続
金沢市（石川県）
京都市（京都府）
大阪市（大阪府）

新型コロナウイルス感染症
への対応を踏まえた保健所
設置市の恒常的な人員体制
の強化

　新型コロナウイルス感染症への対応
を踏まえた保健所の恒常的な人員体制
強化に伴う追加需要に対して、普通態
容補正の見直し等により、実態に即し
た交付税措置を講じていただきたい。

　採用する。

　令和５年度においては、次の感染症危
機に備えた感染症法等の改正等を踏ま
え、保健所等の恒常的な人員体制強化を
図るため、道府県の標準団体で、保健所
において感染症対応業務に従事する保健
師を新たに６名増員するとともに、保健
所の感染症対応事務職員を２名増員する
こととしており、政令市、中核市及び保
健所設置市の算定における普通態容補正
の設定に当たって当該経費を反映するこ
ととしている。

保健衛生費

（様式２）
地方交付税法第１７条の４の規定に基づき提出された意見の処理方針（案）

普通交付税

市町村分

需要
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［ 　］

［ 　］

［ 　］

［ ］

番号 改正事項 新規・継続 団体名 事項名 意見の内容 処理の方針（案）

19 （法） 新規 滝川市（北海道）
高齢者保健福祉費の実態に
見合った単位費用の引き上
げ

　基準財政需要額算定における高齢者
保健福祉費の実態に見合った単位費用
の引き上げをお願いしたい。

　採用する。

　高齢者保健福祉費においては、毎年度
の国の高齢者関係の予算動向を踏まえ、
高齢者人口の増加に伴い生じる財政需要
について、単位費用の積算に反映してい
る。
　なお、令和４年度においては、新たに
令和２年国勢調査数値を用いたことによ
り、単位費用については前年度から減少
したが、同様に測定単位についても令和
２年国勢調査数値を用いることによって
各地方団体の財政需要を適切に算定して
いる。

高齢者保健福祉費

（様式２）
地方交付税法第１７条の４の規定に基づき提出された意見の処理方針（案）

普通交付税

市町村分

需要

15



［ 　］

［ 　］

［ 　］

［ ］

番号 改正事項 新規・継続 団体名 事項名 意見の内容 処理の方針（案）

高齢者保健福祉費

（様式２）
地方交付税法第１７条の４の規定に基づき提出された意見の処理方針（案）

普通交付税

市町村分

需要

20 （法） 新規 つるぎ町（徳島県）
測定単位の変更あるいは数
値急減補正の新設

　測定単位となる人口については単年
毎に更新されるものにしていただく、
あるいは急減補正を設けていただき、
国勢調査数値確定による需要額の急激
な下落を防ぎたい。

　以下の理由により採用しない。

　高齢者保健福祉費においては、毎年度
の国の高齢者関係の予算動向を踏まえ、
高齢者人口の増加に伴い生じる財政需要
について、単位費用の積算に反映してい
る。
　このうち、介護関係の費用について
は、毎年度の介護サービス受給者等に応
じた密度補正を講じているところ。
　また、75歳以上の後期高齢者全員が被
保険者である後期高齢者医療給付費負担
金等に係る財政需要については、測定単
位である75歳以上人口に比例する財政需
要であることから、人口が急激に減少し
ても直ちに行政経費を減らすことが困難
な実態を捕捉するという急減補正の趣旨
にそぐわない。
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［ 　］

［ 　］

［ 　］

［ ］

番号 改正事項 新規・継続 団体名 事項名 意見の内容 処理の方針（案）

高齢者保健福祉費

（様式２）
地方交付税法第１７条の４の規定に基づき提出された意見の処理方針（案）

普通交付税

市町村分

需要

21 （法） 新規 高知県全市町村
全国に先駆けて高齢化が進
んでいる団体への配慮

　令和４年度算定から令和２年国勢調
査人口が用いられることとなったが、
全国に先駆けて高齢化が進んでいる団
体へ配慮いただきたい。

　採用する。
　
　高齢者保健福祉費においては、毎年度
の国の高齢者関係の予算動向を踏まえ、
高齢者人口の増加に伴い生じる財政需要
について、単位費用の積算に反映してい
る。
　また、このうち高齢者保健福祉費（75
歳以上人口）においては、毎年度の75歳
以上の住民基本台帳登載人口をベース
に、当該人口の増加団体の全国平均増加
率（特に増加が著しい団体を除く）以上
の団体について、人口急増補正を講じて
おり、毎年度の高齢者人口の増加に伴う
財政需要を適切に算入している。
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［ 　］

［ 　］

［ 　］

［ ］

番号 改正事項 新規・継続 団体名 事項名 意見の内容 処理の方針（案）

22 （法） 継続 高知県

「まち・ひと・しごと創生
事業費」の事業費の確保及
び人口減少等特別対策事業
費の算定における条件不利
地域への配慮

・「まち・ひと・しごと創生事業費」
について、令和５年度以降も今年度と
同程度以上の事業費確保に努められた
い。
・引き続き、条件不利地域を多く抱え
る団体への配慮を維持すること。

　採用する。

　令和５年度においては、「デジタル田
園都市国家構想事業費」を創設し、その
内訳として、平成27年度に創設した「ま
ち・ひと・しごと創生事業費」につい
て、地方団体が自主的・主体的に地方創
生に取り組むことができるよう、「地方
創生推進費」に名称変更した上で、令和
４年度に引き続き１兆円を確保した。
　また、条件不利地域に配慮した算定も
引き続き行うこととしている。

人口減少等特別対策事業費

（様式２）
地方交付税法第１７条の４の規定に基づき提出された意見の処理方針（案）

普通交付税

市町村分

需要
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［ 　］

［ 　］

［ 　］

［ ］

番号 改正事項 新規・継続 団体名 事項名 意見の内容 処理の方針（案）

23 （法） 新規 鳥取市（鳥取県）
地域デジタル社会推進費の
継続

　国のデジタル田園都市国家構想の推
進を踏まえ、マイナンバーカード普及
やDX化の推進等更なる地域デジタル化
に取り組むため、継続、拡大が望まし
いと考える。

　採用する。

　「デジタル田園都市国家構想」の実現
に向け、地域が抱える課題のデジタル実
装を通じた解決の取組等を一層推進する
ため、「地域デジタル社会推進費」の事
業期間を令和７年度まで延長することと
したところ。
　また、地域のデジタル化の基盤となる
ツールであるマイナンバーカードを利活
用した住民サービス向上のための取組に
係る事業費をマイナンバーカード利活用
特別分として500億円増額したところ。

24 （法） 新規
島根県

島根県全市町村
地域デジタル社会推進費の
継続及び拡充

　今後、あらゆる分野のデジタル化に
向けた取組を一層加速させるため、中
長期的に施策を展開していく必要があ
ることから、今年度で終了する「地域
デジタル社会推進費」の継続・拡充を
求める。

　採用する。

　「デジタル田園都市国家構想」の実現
に向け、地域が抱える課題のデジタル実
装を通じた解決の取組等を一層推進する
ため、「地域デジタル社会推進費」の事
業期間を令和７年度まで延長することと
したところ。
　また、地域のデジタル化の基盤となる
ツールであるマイナンバーカードを利活
用した住民サービス向上のための取組に
係る事業費をマイナンバーカード利活用
特別分として500億円増額したところ。

地域デジタル社会推進費

（様式２）
地方交付税法第１７条の４の規定に基づき提出された意見の処理方針（案）

普通交付税

市町村分

需要
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［ 　］

［ 　］

［ 　］

［ ］

番号 改正事項 新規・継続 団体名 事項名 意見の内容 処理の方針（案）

25 （法） 新規

鎌ケ谷市（千葉県）
神奈川県

横須賀市（神奈川県）
秦野市（〃）

海老名市（〃）
湯河原町（〃）

公金窓口収納手数料の増額
分の基準財政需要額への適
切な算入

　今後の公金窓口収納手数料の見直し
に伴う増額分について、基準財政需要
額への適切な算入をお願いしたい。

　一部採用し、引き続き検討する。

　各地方団体においては、「指定金融機
関等に取り扱わせている公金収納等事務
に要する経費の取扱い等について（令和
4年3月29日付自治行政局行政課長・自治
税務局企画課長通知）」を踏まえ、経費
負担についての必要な検証や見直しを進
められているものと認識している。
　地方団体における公金の出納に係る経
費については、地方団体と指定金融機関
等との間における公金収納等の事務につ
いての経費負担の実態及び現行の地方財
政措置を踏まえて、必要な検討を行う。

26 （法） 新規 愛南町（愛媛県）
法定外公共物（里道）の維
持管理に要する費用

　法定外公共物（里道）の維持管理に
要する費用について、基準財政需要額
の包括算定経費（面積）に算入された
い。

　以下の理由により採用しないが、引き
続き検討する。

　基準財政需要額は標準的な財政需要を
算入するものであり、当該経費が全国的
に広く生じるものと言えない場合、基準
財政需要額に算入することは困難であ
る。

包括算定経費

（様式２）
地方交付税法第１７条の４の規定に基づき提出された意見の処理方針（案）

普通交付税

市町村分

需要
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［ 　］

［ 　］

［ 　］

［ ］

番号 改正事項 新規・継続 団体名 事項名 意見の内容 処理の方針（案）

包括算定経費

（様式２）
地方交付税法第１７条の４の規定に基づき提出された意見の処理方針（案）

普通交付税

市町村分

需要

27 （法） 継続 高知県
情報システムの維持に係る
経費への措置の拡充

　デジタル社会への移行後の経費につ
いて引き続き財政措置を図るととも
に、特に人口規模の小さい団体では予
算に対するシステム維持経費の割合が
大きくなることから、配慮願いたい。

　一部採用する。

　行政に係る情報通信設備に関する維持
管理経費については、各省からの要望額
等を踏まえ、単位費用において適切に計
上している。
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［ 　］

［ 　］

［ 　］

［ ］

番号 改正事項 新規・継続 団体名 事項名 意見の内容 処理の方針（案）

28 （法） 継続
旭川市（北海道）

八王子市（東京都）
大阪市（大阪府）

法定率の引上げ及び臨時財
政対策債の抜本的見直し

　臨時財政対策債を早期に廃止し、法
定率の引上げにより交付税総額を確保
されたい。

　一部採用する。

　令和５年度においては、一般財源総額
について、水準超経費を除く交付団体
ベースで前年度を0.2兆円上回る62.2兆
円を確保し、地方交付税総額について、
前年度を0.3兆円上回る18.4兆円を確保
するとともに、臨時財政対策債の発行を
前年度比0.8兆円減と抑制した。
　法定率の見直しについては、令和５年
度の概算要求においても事項要求を行っ
た。国・地方とも巨額の債務残高や財源
不足を抱えていることから、更なる見直
しは容易なものではないと考えるが、今
後とも法定率の見直し等による交付税総
額の安定的確保に努めてまいりたい。

臨時財政対策債

（様式２）
地方交付税法第１７条の４の規定に基づき提出された意見の処理方針（案）

普通交付税

市町村分

需要
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［ 　］

［ 　］

［ 　］

［ ］

番号 改正事項 新規・継続 団体名 事項名 意見の内容 処理の方針（案）

臨時財政対策債

（様式２）
地方交付税法第１７条の４の規定に基づき提出された意見の処理方針（案）

普通交付税

市町村分

需要

29 （法） 継続
野田市（千葉県）
佐倉市（〃）

国立市（東京都）

臨時財政対策債の廃止及び
過年度発行分の臨時財政対
策債元利償還金の全額保障

・地方交付税の財源不足については、
法定率の引上げ措置を講じることによ
り、臨時財政対策債への振替を廃止す
ること。
・また、過年度に発行した臨時財政対
策債の元利償還金については、その全
額を保障すること。

　一部採用する。

　令和５年度においては、一般財源総額
について、水準超経費を除く交付団体
ベースで前年度を0.2兆円上回る62.2兆
円を確保し、地方交付税総額について、
前年度を0.3兆円上回る18.4兆円を確保
するとともに、臨時財政対策債の発行を
前年度比0.8兆円減と抑制した。
　法定率の見直しについては、令和５年
度の概算要求においても事項要求を行っ
た。国・地方とも巨額の債務残高や財源
不足を抱えていることから、更なる見直
しは容易なものではないと考えるが、今
後とも法定率の見直し等による交付税総
額の安定的確保に努めてまいりたい。
　なお、臨時財政対策債の元利償還金相
当額については、その全額を後年度の基
準財政需要額に算入することとしてい
る。
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30 （法） 継続 四街道市（千葉県）
ふるさと納税ワンストップ
特例制度による所得税相当
額減収分の補塡措置

　ふるさと納税のワンストップ特例制
度により、本来国税である所得税で負
担する部分を、寄附者が居住する地方
団体の住民税から控除しているにもか
かわらず、それに対する交付税措置は
充分になされていないことから、減収
となっている所得税相当額の補塡措置
を導入するよう要望する。

　以下の理由により採用しない。
　
　ワンストップ特例制度による個人住民
税所得割の寄附金税額控除については、
地方税法の規定に基づく税額控除である
ため、同制度に係る所得割からの控除額
の75％を算定に反映させるものである。

31 （法） 継続 名古屋市（愛知県）
ふるさと納税による寄附金
収入の基準財政収入額への
算入等

　ふるさと納税による寄附金収入を基
準財政収入額に算入すること。また、
基準財政収入額における市町村民税所
得割に係る寄附金税額控除額について
は、前年度の額に実態を反映した伸び
率をかけた額を算定に用いたうえ、精
算制度を創設すること。

　以下の理由により採用しない。
　
　基準財政収入額は、法定普通税を主体
とした標準的な地方税収入である。
　したがって、ふるさと納税を含め、個
人が任意に支出する寄附金については、
基準財政収入額に算入しないこととして
いる。
　また、精算制度は、法人関係税等、景
気の変動等により大きな影響を受ける恐
れのあるものについて特例的に設けられ
ているものである。

32 （法） 継続 王寺町（奈良県）
ふるさと納税ワンストップ
特例制度により減収となる
所得税相当分の補塡措置

　ワンストップ特例制度利用者の所得
税相当分の全額補塡について

　以下の理由により採用しない。
　
　ワンストップ特例制度による個人住民
税所得割の寄附金税額控除については、
地方税法の規定に基づく税額控除である
ため、同制度に係る所得割からの控除額
の75％を算定に反映させるものである。

所得割

（様式２）
地方交付税法第１７条の４の規定に基づき提出された意見の処理方針（案）

普通交付税

市町村分

収入
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33 （法） 継続
群馬県

大阪市（大阪府）
守口市（〃）

事業所税の基準財政収入額
への不算入あるいは現行制
度における収入見合いの基
準財政需要額への全額算入

【事業所税、地域振興費】

　事業所税は基準財政収入額及びそれ
に係る基準財政需要額の算入を行わな
いようにすべきと考えるが、現行制度
が維持するとしても、事業所税収入見
合いの需要額を全額捕捉されるよう、
算入額を確実に引き上げられたい。

　一部採用する。
　
　事業所税については、目的税である
が、税収規模が大きく、使途が包括的に
規定されていること等から、法定普通税
と同様に基準財政収入額に算入してい
る。
　事業所税見合いの需要については、事
業所税収入の使途状況を踏まえつつ、平
成30年度から算入額を段階的に引き上げ
てきたところ。

事業所税

（様式２）
地方交付税法第１７条の４の規定に基づき提出された意見の処理方針（案）

普通交付税

市町村分

収入
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